
   

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する

法律案要綱            

第一 総則 

１ 目的（第一条関係） 

 この法律は、国際的な競争条件の変化、急速な尐子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、

研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、研究

開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体並びに研究開発法人、大学等及び事業者の責務等を明らかにするとと

もに、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進のため

に必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化及び国民生活の向上に寄与することを

目的とすること。 

２ 定義（第二条及び別表関係） 

① この法律において「研究開発」とは、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。）に



 
 

関する試験若しくは研究（以下「研究」という。）又は科学技術に関する開発をいうこと。 

② この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう

こと。 

③ この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいうこと。 

④ この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技

術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源（以下「科学技術の振興に必要な資源」

という。）が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの

仕組み全般をいうこと。 

⑤ この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、

商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導

入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいうこと。 

⑥ この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいうこと。 

⑦ この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち研究を行うもので政令で定める



   

ものをいうこと。  

ア 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第

八条の二に規定する機関  

    イ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又

は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関  

    ウ 内閣府設置法第四十三条及び第五十七条（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含

む。）並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置か

れる試験所、研究所その他これらに類する機関  

    エ 特定独立行政法人（独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下

同じ。） 

⑧ この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法

人（以下「独立行政法人」という。）であって、研究開発等、研究開発であって公募によるものに係

る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして所定



 
 

のものをいうこと。 

⑨ この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人

等をいうこと。 

⑩ この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者（研究開発の補助を行う

人材を含む。）をいうこと。 

⑪ この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいうこ

と。  

    ア 一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表（以下

「別表第七」という。）の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表

㈠（以下「別表第六」という。）の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸

給表㈠（以下「別表第八」という。）の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する法律第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表（以下「任期付職員俸給

表」という。）の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期



   

付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項又は第二項の規定に基づきこ

れらの規定に規定する俸給表（以下「任期付研究員俸給表」という。）の適用を受ける職員（以下

「任期付研究員俸給表適用職員」という。）  

    イ 防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支

給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、

同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法

第三十七条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与

等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職

員  

    ウ 特定独立行政法人に勤務する国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行

う者として政令で定める者  

３ 基本理念（第三条関係） 

① 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、研究



 
 

開発等の推進のための基盤の強化を図りつつ、科学技術の振興に必要な資源を確保するとともに、そ

れが柔軟かつ弾力的に活用され、研究開発等を行う機関（以下「研究開発機関」という。）及び研究

者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発

揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、我が国における科学技術の水準の向上

及びイノベーションの創出を図ることを旨として、行われなければならないこと。 

② 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、科学

技術基本法第二条に規定する科学技術の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針と

の整合性に配慮して、行われなければならないこと。 

４ 国の責務（第四条関係） 

 国は、３の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、研究開発システムの改革の推進等に

よる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責

務を有すること。 

５ 地方公共団体の責務（第五条関係） 



   

 地方公共団体は、基本理念にのっとり、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的推進に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生か

した自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有すること。 

６ 研究開発法人等の責務等（第六条関係） 

① 研究開発法人、大学等及び事業者は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発

等の効率的推進に努めるものとすること。 

② 国及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発

等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等にお

ける研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における

研究の特性に配慮しなければならないこと。 

７ 連携の強化（第七条関係） 

 国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力すること

により、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進が図られることにかんがみ、これらの者の間



 
 

の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること。 

８ 法制上の措置等（第八条関係） 

 政府は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に

関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならな

いこと。 

第二 研究開発等の推進のための基盤の強化 

一 科学技術に関する教育の水準の向上等 

１ 科学技術に関する教育の水準の向上等（第九条関係） 

 国は、科学技術に関する教育の水準の向上及び卓越した研究者等の育成が研究開発能力の強化に極

めて重要であることにかんがみ、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関

する教育における研究者等の活用等による科学技術に関する教育の水準の向上を図るとともに、先導

的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成に必要な施策を講ずるものとす

ること。 



   

２ 科学技術経営に関する知識の習得の促進等（第十条関係） 

 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、研究者等の科学

技術経営（研究開発の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来

の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。）に関する知識の習得の促進並び

に研究者等が研究開発の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上に必要な施策を講ず

るものとすること。 

３ 技能及び知識の有効な活用及び継承（第十一条関係） 

 国は、研究者等（研究者等であった者を含む。）の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が研

究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図

るために必要な施策を講ずるものとすること。 

二 若年研究者等の能力の活用等 

 １ 若年研究者等の能力の活用（第十二条関係） 

① 国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人（日本の国籍を有しない者をいう。以



 
 

下同じ。）である研究者等（以下「若年研究者等」という。）の能力の活用が研究開発能力の強化

に極めて重要であることにかんがみ、国の資金（国から研究開発法人に提供された資金その他の国

の資金に由来する資金を含む。以下同じ。）により行われる研究開発等の推進における若年研究者

等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び事業者による若年研究者等の能力の活

用の促進に必要な施策を講ずるものとすること。 

② 研究開発法人、大学等及び事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用

を図るよう努めるものとすること。 

２ 卓越した研究者等の確保（第十三条関係） 

① 国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著し

く増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害

する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとすること。 

② 研究開発法人、大学等及び事業者は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、

必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を



   

講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとすること。 

３ 外国人の研究公務員への任用（第十四条関係） 

① 国家公務員法第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者（同条第二項

の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」とい

う。）は、外国人を研究公務員（第一の２の⑪のイの者を除く。）に任用することができること。

ただし、次に掲げる職員については、この限りでないこと。 

     ア 試験研究機関等の長である職員 

     イ 試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ず

る職員として政令で定めるもの  

     ウ 試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員  

② 任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員（第一の２の⑪のア及びウの者（一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員並びに任期付研究

員俸給表適用職員及び第一の２の⑪のウの者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時



 
 

間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。）に限る。

三の２において同じ。）に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であると

きには、任期を定めることができること。 

三 人事交流の促進等 

１ 人事交流の促進（第十五条関係） 

① 国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、

研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進

に必要な施策を講ずるものとすること。 

② 研究開発法人及び国立大学法人等は、必要に応じて、その研究者等が事業者と共にその研究開発

の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること、その研究者等が研究開発法人と国立大学法

人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの

法人における在職期間を通算すること、その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあ

らかじめ毎年又は毎月給付することその他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を検討



   

し、その結果に基づき、必要な措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進

に努めるものとすること。 

２ 研究公務員の任期を定めた採用（第十六条関係）  

 任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について

任期を定めることができること。ただし、二の３の適用がある場合は、この限りでないこと。 

３ 研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例（第十七条関係）  

① 研究公務員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国（当該研究公務員が特定独立行政法人の職

員である場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下３において同じ。）と共同して行う研究又

は国の委託を受けて行う研究（以下「共同研究等」という。）に従事するため国家公務員法第七十

九条又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が

当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公

務員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、

当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に



 
 

は該当しないものとみなすこと。 

② ①は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付

として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しないこと。 

③ ②のほか、①の適用に関し必要な事項は、政令で定めること。 

４ 研究集会への参加（第十八条関係） 

 研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加（その準備行為その他の研究集会に関連する事

務への参加を含む。）を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者と

の間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流の促進に特に資するもの

であり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の

所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができること。 

四 国際交流の促進等 

１ 国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等（第十九条関係） 

 国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の



   

実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、

一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究

開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとすること。 

２ 国際的な交流を促進するに当たっての配慮（第二十条関係） 

 国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その

他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに我が国の国際競争力

の維持について配慮しなければならないこと。 

３ 国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施（第二十一条関係） 

    国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究（基盤技術研究円滑化法

第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。）の成果に係る国有の特許権及び実用新案権の

うち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行う

ときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができること。  

４ 国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い（第二十二条関係） 



 
 

 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際

機関（以下「外国法人等」という。）とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法第十

九条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができること。 

    ア 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける

権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲

り受けること。 

    イ 当該成果に係る特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で

定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施

について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。 

    ウ 当該成果に係る国有の特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る

発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定め

る者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。 

５ 国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄（第二十三条関係） 



   

    国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものに

ついて、これらの者その他の政令で定める者（以下「外国等」という。）に対し、次に掲げる国の損

害賠償の請求権を放棄することができること。  

    ア 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具及び

資材の滅失又は損傷に関する外国等に対する国の損害賠償の請求権 

    イ 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法第一条第一項又は

防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が

国家公務員災害補償法第十条、第十二条から第十三条まで、第十五条及び第十八条の規定（防衛省

の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。）に基づき補償を行

ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定（防衛省の職員の給与等に関する法律第

二十七条第一項において準用する場合を含む。）に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求

権  

五 研究開発法人における人材活用等に関する方針等（第二十四条関係） 



 
 

① 研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化

のうち人材の活用等に係るものに関する方針（以下「人材活用等に関する方針」という。）を作成し

なければならないこと。 

② 人材活用等に関する方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。  

ア 研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用に関する事項 

    イ 卓越した研究者等の確保に関する事項 

    ウ 研究開発等に係る人事交流の促進に関する事項 

    エ その他研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する重要事項 

③ 研究開発法人は、人材活用等に関する方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らないこと。これを変更したときも同様とすること。  

④ 研究開発法人は、人材活用等に関する方針に基づき、その人材の活用等に係る研究開発等の推進の

ための基盤の強化を図るものとすること。 

⑤ 国立大学法人等は、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必



   

要に応じて、①から④までによる研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤

の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるもの

とすること。 

第三 競争の促進等 

 １ 競争の促進（第二十五条関係） 

 国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、国の資金により行われる研究開発における公募型研

究開発（国の資金により行われる研究開発であって公募によるものをいう。以下同じ。）の更なる活用

その他の研究開発機関相互間及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする

こと。 

２ 公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備（第二十六条関係） 

 国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、

可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとすること。 

３ 独立行政法人への業務の移管等（第二十七条関係） 



 
 

  ① 国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部又は一部を

独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、

これを独立行政法人に移管するものとすること。 

② 公募型研究開発に係る業務を行う独立行政法人は、その完了までに数年度を要する公募型研究開発

を委託して行わせる場合において、可能な限り、数年度にわたり研究開発を行わせる契約を受託者と

締結すること等により公募型研究開発に係る資金の効率的な使用が図られるよう努めるものとするこ

と。 

第四 国の資金により行われる研究開発等の効率的推進等 

一 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等 

１ 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等（第二十八条関係） 

① 国は、研究開発能力の強化を図るため、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の

国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な

配分を行うものとすること。 



   

② 国は、①において、我が国の経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点か

らその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分を行うよ

う配慮しなければならないこと。 

③ 国は、①において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発のそれぞれの

役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等によ

り、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率

的推進が図られるよう配慮しなければならないこと。 

２ 会計の制度の適切な活用等（第二十九条関係） 

 国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図る

ため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使

用することその他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努め

るものとすること。 

３ 国の資金の不正な使用の防止（第三十条関係） 



 
 

 国は、研究開発等に係る国の資金の不正な使用の防止が国の資金により行われる研究開発等の効率

的推進に極めて重要であることにかんがみ、その防止のための体制の強化を図るために必要な施策を

講ずるものとすること。 

二 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等 

１ 事業者等からの資金の受入れの促進等（第三十一条関係） 

① 国は、研究開発法人及び大学等の事業者との連携を通じた研究開発能力の強化並びにこれらの経

営努力の促進等を図るため、事業者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し事業者

から提供される資金その他の事業者等からの資金（国の資金であるものを除く。以下「事業者等か

らの資金」という。）により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまっ

てこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、これらによる事業者等からの

資金の受入れ及び事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるもの

とすること。 

② 研究開発法人及び大学等は、その研究開発等について、事業者等からの資金により行われる研究



   

開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものと

なるよう配慮しつつ、事業者等からの資金の受入れ及び事業者等からの資金により行われる研究開

発等の推進に努めるものとすること。 

２ 研究開発法人の自律性、柔軟性及び競争性の向上等（第三十二条関係） 

① 国は、研究開発法人が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進

並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における

卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、研究開発法人について、そ

の運営の効率化を図りつつ、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、

その自律性、柔軟性及び競争性の更なる向上並びに国の資金により行われる研究開発等の推進にお

けるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとすること。 

② 国は、大学等が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進並びに

イノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、大学等における卓越した研究

者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、大学等について、柔軟かつ弾力的に科学



 
 

技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、国の資金により行われる研究開発等の推進におけ

るその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとすること。 

３ 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮（第三十三条関

係） 

    研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第

五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化

を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよ

う配慮しなければならないこと。 

三 研究開発等の適切な評価（第三十四条関係） 

① 国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化及び国の資金により

行われる研究開発等の効率的推進に極めて重要であることにかんがみ、研究者等の事務負担が過重な

ものとならないよう配慮しつつ、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価を行い、その結果

を科学技術の振興に必要な資源の配分の在り方その他の国の資金により行われる研究開発等の推進の



   

在り方に反映させるものとすること。 

② 研究開発法人及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮し

つつ、その研究開発等及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする

こと。 

第五 研究開発の成果の実用化の促進等 

一 研究開発施設等の共用の促進等 

１ 研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進（第三十五条関係） 

① 国は、研究開発に係る施設及び設備（以下「研究開発施設等」という。）の共用並びに研究材料、

計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの（以下

「知的基盤」という。）の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有す

る研究開発施設等及び知的基盤のうち研究者等の利用に供するものについて、研究者等が当該研究

開発施設等及び知的基盤を利用するために必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的

基盤を広く研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとすること。 



 
 

② 研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究者等

の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究者等の利用に供するよう努めるものとするこ

と。 

２ 国有施設等の使用（第三十六条関係） 

① 国は、事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行って

いる研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、そ

の者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使

用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、

当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができること。  

② 国は、事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であ

って、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関

の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設にお

いて行った研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供すること



   

を約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができるこ

と。  

３ 国有施設等の使用に関する条件の特例（第三十七条関係）  

① 国の行政機関の長は、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するもの

であって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合する

ものを、官報で公示するものとすること。  

ア 当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当

程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進

に相当程度寄与するものであると認められること。  

イ 当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関

連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。 

② 中核的研究機関（①により公示された国の機関をいう。）については、２の試験研究施設及び土

地の使用に関する条件の特例を設けること。 



 
 

二 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等 

１ 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消（第三十八条関係） 

    国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に

阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策

を講ずるものとすること。 

２ 国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用（第三十九条関

係） 

 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図る等のため、国の資金に

より行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発

の成果の実用化及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとすること。 

３ 特許制度の国際的な調和の実現等（第四十条関係） 

① 国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であるこ

とにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとすること。 



   

② 国は、事業者が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、そ

の研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産

権を侵害する事犯の取締りを行うことその他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための

環境の整備に必要な施策を講ずるものとすること。 

③ 研究開発法人、大学等及び事業者は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発に

おいて特許に関する情報の活用に努めるものとすること。 

４ 研究開発の成果の国外流出の防止（第四十一条関係） 

① 国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果につい

て、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるも

のとすること。  

② 研究開発法人、大学等及び事業者は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持

に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとすること。 

５ 国際標準への適切な対応（第四十二条関係） 



 
 

① 国は、研究開発の成果に係る国際的な標準（以下「国際標準」という。）への適切な対応が研究

開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国

際標準に関する啓発及び知識の普及、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画

その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとすること。 

② 研究開発法人、大学等及び事業者は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材

を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開

発等の推進において国際標準を積極的に活用することその他の国際標準への適切な対応に努めるも

のとすること。 

６ 未利用成果の積極的な活用（第四十三条関係） 

① 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発

法人、大学等及び事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの（以下「未利用成果」と

いう。）について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとすること。 

② 研究開発法人、大学等及び事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとすること。 



   

７ 中小企業者その他の事業者の革新的な研究開発の促進等（第四十四条関係） 

① 国は、中小企業者その他の事業者が研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びにイノ

ベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、その革新的な研究開発

の促進に必要な施策を講ずるものとすること。 

② 研究開発法人及び国立大学法人等は、研究開発法人又は国立大学法人等を当事者の一方とする契

約で役務の給付又は物件の納入に対し当該研究開発法人又は国立大学法人等が対価の支払をすべき

ものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業

者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとすること。 

８ 研究開発等を支援するための事業の振興（第四十五条関係） 

 国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を

果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとすること。 

９ 国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与（第四十六条関係） 

 国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、



 
 

政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができること。 

第六 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等（第四十七条関係） 

 国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発

等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により

行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野

を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可

能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方につ

いて、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在

り方に反映させるものとすること。 

第七 研究開発法人に対する主務大臣の要求（第四十八条関係） 

① 主務大臣（独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。）は、同法第一条

第一項に規定する個別法に基づき、主務大臣が研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めるこ

とができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要



   

があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、

国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、

必要な措置をとることを求めることができること。 

② 研究開発法人は、主務大臣から①による求めがあったときは、その求めに応じなければならないこと。 

第八 施行期日等（附則関係） 

１ 施行期日 

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 

２ 研究交流促進法の廃止 

 研究交流促進法は、廃止すること。 

３ 検討 

 政府は、この法律の施行後三年以内に、更なる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進の観

点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律

の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定につい



 
 

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

 ４ その他所要の規定を置くこと。 

 


